
附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
。
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す

る
。

（
特
定
当
業
者
の
要
件
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
商
品
先
物
取
引
法
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
八
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
前
に
締
結
し
た
改
正
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
商
品
先
物
取
引
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
三
十
九
号
。
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
十
二
項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
相
当
す
る
行
為
を

行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
は
、
新
規
則
第
一
条
の
八
の
商
品
取
引
契
約
と
み
な
す
。

（
純
資
産
額
の
計
算
基
準
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条

改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
百
九
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
の
新
規
則
第
三
十
八
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。



２

商
品
先
物
取
引
業
者
（
改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
百
九
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
の
新
規
則
第
三
十
八
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
同

条
第
一
項
中
「
合
計
額
（
法
第
九
十
九
条
第
七
項
の
規
定
を
第
二
百
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
合
計
額
を
除
く
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
合
計
額
」
と
、
「
法
第
九
十
九
条
第

七
項
の
規
定
を
第
二
百
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の

の
金
額
の
合
計
額
を
除
き
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
第
七
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
七
号
」
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
期
限
前
弁
済
等
の
承
認
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
商
品
取
引
所
法
施
行
規
則
（
以
下
「
旧
規
則
」
と
い

う
。
）
第
三
十
八
条
第
七
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
い
る
短
期
劣
後
債
務
は
、
施
行
日
に
新
規
則
第
三
十
八

条
第
四
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
規
則
第
三
十
八
条
第
八
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
て
い
る
長
期
劣
後
債
務
は

、
施
行
日
に
新
規
則
第
三
十
八
条
第
五
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

（
特
定
委
託
者
と
し
て
取
り
扱
う
よ
う
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
個
人
の
要
件
に
関
す
る
経
過
措
置
）



第
五
条

新
規
則
第
九
十
条
の
十
一
第
四
号
ハ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
前
に
締
結
し
た
新
法
第
二
条
第
二
十
二

項
各
号
に
掲
げ
る
行
為
に
相
当
す
る
行
為
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
契
約
は
、
新
規
則
第
九
十
条
の
十
一
第
四
号
ハ
の
商

品
取
引
契
約
と
み
な
す
。

（
外
国
商
品
市
場
取
引
及
び
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
関
す
る
財
産
の
分
離
保
管
等
の
措
置
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
六
条

新
規
則
第
九
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
の
規
定
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、

適
用
し
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
個
人
で
あ
る
委
託
者
等
に
係
る
新
法
第
二
百
十
条
第
二
号
の
主
務
省
令
で
定
め
る
措

置
は
、
新
規
則
第
九
十
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

（
危
険
に
対
応
す
る
額
の
算
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
七
条

改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
百
九
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
の
新
規
則
第
九
十
九
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で

き
る
。

２

商
品
先
物
取
引
業
者
（
改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
百
九
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
の
新
規
則
第
九
十
九
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
同



条
第
一
項
中
「
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
一
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
二

項
中
「
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
及
び
取
引
先
リ
ス
ク
相
当
額
」
と
あ
る
の
は
「
市
場
リ
ス
ク
相
当
額
」
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

（
広
告
等
の
規
制
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
八
条

新
規
則
第
百
条
の
四
、
第
百
条
の
六
第
四
号
、
第
百
二
十
六
条
の
十
二
及
び
第
百
二
十
六
条
の
十
四
第
四
号
の
規
定

は
、
ビ
ラ
又
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
方
法
に
よ
り
多
数
の
者
に
対
し
て
同
様
の
方
法
で
行
う
情
報
の
提
供
に
つ
い
て

は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

（
禁
止
行
為
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条

新
規
則
第
百
三
条
第
一
項
第
十
九
号
及
び
第
二
十
号
並
び
に
同
条
第
二
項
か
ら
第
十
項
ま
で
の
規
定
は
、
施
行
日
か

ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
適
用
し
な
い
。

（
商
品
取
引
責
任
準
備
金
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条

改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
百
九
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
の
施
行
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
新

規
則
第
百
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
商
品
取
引
責
任
準
備
金
の
計
算
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。



２

改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
百
九
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
の
新
規
則
第
百
十
一
条
第
二
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
」
と
あ
る
の
は
、
「

法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
に
相
当
す
る
行
為
」
と
す
る
。

（
商
品
先
物
取
引
業
者
の
帳
簿
の
作
成
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
一
条

商
品
先
物
取
引
業
者
が
、
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
の
間
に
新
規
則
第
百
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
帳
簿
に
準
ず
る
帳
簿
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、
当
該
帳
簿
を
同
号

に
掲
げ
る
帳
簿
と
み
な
す
。

（
商
品
先
物
取
引
業
者
の
事
業
報
告
書
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
二
条

改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
百
九
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
の
施
行
日
の
属
す
る
事

業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

新
規
則
第
百
十
六
条
の
規
定
は
、
商
品
先
物
取
引
業
者
（
改
正
法
の
施
行
の
際
現
に
旧
法
第
百
九
十
条
第
一
項
の
許
可
を

受
け
て
い
る
者
を
除
く
。
）
の
施
行
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（
業
務
又
は
財
産
の
状
況
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
に
関
す
る
経
過
措
置
）



第
十
三
条

商
品
先
物
取
引
業
者
（
新
法
第
二
条
第
二
十
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
行
為
を
業
と
し
て
行
う
者
を
除

く
。
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
百
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の

規
定
は
適
用
し
な
い
。

２

新
規
則
様
式
第
十
二
号
に
よ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
、
旧
規
則
様
式
第
十
七
号
及
び
様
式

第
十
八
号
に
よ
る
書
類
を
取
り
繕
い
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
商
品
先
物
取
引
仲
介
業
者
の
帳
簿
の
作
成
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条

商
品
先
物
取
引
仲
介
業
者
が
そ
の
行
う
商
品
先
物
取
引
仲
介
業
に
つ
い
て
、
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
に
新
規
則
第
百
二
十
六
条
の
二
十
五
第
一
項
に
規
定
す
る
帳
簿
に
準
ず
る
帳
簿
を
作
成
し
た
場
合
に
は
、

当
該
帳
簿
を
同
項
に
規
定
す
る
帳
簿
と
み
な
す
。

（
商
品
先
物
取
引
仲
介
業
者
の
事
業
報
告
書
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
五
条

新
規
則
第
百
二
十
六
条
の
二
十
七
の
規
定
は
、
施
行
日
の
属
す
る
事
業
年
度
に
係
る
事
業
報
告
書
に
つ
い
て
は
、

適
用
し
な
い
。

（
特
定
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
業
者
の
帳
簿
の
作
成
に
関
す
る
経
過
措
置
）



第
十
六
条

特
定
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
業
者
が
、
特
定
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
つ
い
て
、
施
行
日
か
ら
起

算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
新
規
則
別
表
第
六
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
に
準
ず
る
帳
簿
書
類
を
作
成
し
た
場
合
に

は
、
当
該
帳
簿
書
類
を
別
表
第
六
に
掲
げ
る
帳
簿
書
類
と
み
な
す
。

（
海
外
商
品
市
場
に
お
け
る
先
物
取
引
の
受
託
等
に
関
す
る
法
律
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
七
条

改
正
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
法
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ

る
廃
止
前
の
海
外
商
品
市
場
に
お
け
る
先
物
取
引
の
受
託
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
七
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
十
二

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
に
つ
い
て
は
、
海
外
商
品
市
場
に
お
け
る
先
物
取

引
の
受
託
等
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る

省
令
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。


